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米国関税措置や日産自動車生産縮小等への対応 

米国関税措置や日産自動車生産縮小等への対応については、国も特別支援措置を講じ

ている中、県も、早め早めの対応を継続・徹底し、対応に万全を期することで、県民・県

内事業者の不安をできる限り低減する。 

Ⅰ 事業者の「なりわい」への支援 

＜販路開拓支援＞ 

○新１ 自動車関連企業成長促進事業費 １，１７８万円 

多様な販路開拓ニーズにきめ細やかに対応するため、完成品メーカーと自動車部

品サプライヤーの技術展示商談会を開催するとともに、新たに大企業等の来場が見

込まれる大規模な国内展示会への企業出展支援を強化する。  

○新２ 神奈川産業振興センター事業費補助のうち販路開拓支援  １７５万円 

公益財団法人神奈川産業振興センターが新たに行う、企業単体では受注が困難な、

様々な技術等を要する大口案件の獲得に向け、受注企業同士の商談会開催を補助す

る。 

 ３ 神奈川産業振興センター国際ビジネス支援事業費補助のうち販路開拓支援 

２，６８４万円 

海外への販路開拓ニーズにきめ細やかに対応するため、公益財団法人神奈川産業

振興センターが行う、海外展示会への企業出展支援等を強化する。 

(1) 対象事業者：県内に本社又は事業所がある中小企業

(2) 対象経費：出展料、出品物の輸送経費等

(3) 補助率：１／２

(4) 補助上限：欧米１００万円、アジア・その他地域５０万円

【ベトナムでの海外展示会】 
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＜資金繰り支援＞ 

 

○新４ 中小企業等の信用保証料への支援            ２６億９，３１８万円 

令和８年度当初予算     ９億４,７５９万円 

 令和７年度１２月補正予算 １７億４,５５９万円 

中小企業等が中小企業制度融資を利用する際の負担を軽減するため、信用保証料

引下げに要する経費等に対して補助する。 

(1) 融資枠：２，６００億円（うち緊急対応分（※）９００億円） 

※未曽有の経済危機などの発生により追加して発動する必要が生じたときの緊

急の融資枠 

(2) 令和８年度のポイント 

ア 令和７年４月から令和８年３月までとしていた「原油・原材料高騰等対策特

別融資」の信用保証料に対する補助の拡充期間を令和８年 12月まで延長する。

（補助率：１／２）【令和７年度 12 月補正予算の令和８年度繰越】 

イ 日産自動車生産縮小等の影響を受ける中小企業等の資金繰りを重点的に支

援するため、「日産自動車関連対策特別融資（仮称）」を創設し、信用保証料

に対する補助を行う。（補助率：１／２） 

 

 ＜設備投資支援＞ 

 

○新５ 中小企業生産性向上促進事業費補助          ４５億２，６５０万円 

物価高騰や人手不足、賃上げといった課題に直面している中小企業等を支援する

ため、生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入に係

る費用に対して補助する。また、これまでの支援枠（一般枠）に加え、新たに中小

企業等のグループ化後の事業統合に伴う設備投資への支援枠（グループ化支援枠）

等を設け補助する。 

(1) 対象事業者：県内の事業所で事業を実施する中小企業等 

(2) 対象経費：生産性向上や業務プロセスの改善等に繋がる取組 

(3) 補助率 

一般枠 １／２、２／３（小規模事業者等） 

グループ化支援枠 １／２、２／３（小規模事業者等） 

創業者成長支援枠 ２／３ 

 

 

 

 

一部 
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(4) 補助上限 

一般枠 ５００万円（下限２５万円） 

グループ化支援枠 ４，０００万円（下限５００万円） 

創業者成長支援枠 ３００万円（下限２５万円） 

＜取組事例＞ 

・従業員一人当たりの生産性が向上する工作機械やロボット等の導入 

・製品価値が上がり生産性が向上する精密な測定機器等の導入 

・作業の一部を省力することで生産性が向上する自動調理器等の導入 

・グループ化後の大型工作機械や大量生産設備の導入 

 

  ６ 小規模企業者等設備貸与事業資金貸付金              １４億円 

県からの貸付金をもとに、公益財団法人神奈川産業振興センターが県内小規模企

業者等に低利で設備貸与（割賦販売又は設備リース）し、生産性向上に資する設備

投資を支援する。 

(1) 貸与限度額：１億円 

(2) 担保：原則不要 

(3) 信用保証協会の保証料：不要 

＜取組事例＞ 

・手作業が不要となることで生産性が向上するレーザー加工機の導入 

・バーコードを用いた管理により効率性の向上と経費削減を実現する生産管理シ

ステムの導入 

 

○新７ 地域未来投資促進事業費                  ４，５５０万円 

中小企業に、地域未来投資促進法に基づく制度を活用した投資を促し、高い付加

価値を創出するため、地域経済牽引事業計画の策定を支援するとともに、設備投資

に係る経費に対して補助する。 

(1) 対象者：中小企業 

(2) 対象経費：県が承認する地域経済牽引事業計画に基づく事業に要する施設や設

備の導入に係る経費 

(3) 補助率：１／３ 

(4) 補助上限：１,０００万円 
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Ⅱ 地域の「にぎわい」への支援 

 

○新１ 商店街等活性化促進事業費補助               ３，０００万円 

地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている商店街の活性化を図る

ため、商店街の老朽化したアーチ・アーケードの撤去費用及び撤去後の集客力強化

に向けた活動に対して補助する。 

(1) 対象者：商店街団体等 

(2) 対象経費：アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用、工事費用、撤去後

の集客力強化に向けた活動の実施に係る費用等 

(3) 補助率：１／２、２／３（会員数４０以下の小規模商店街） 

(4) 補助上限 

アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用等 ３００万円 

アーチ・アーケードの撤去に係る工事費用 ５００万円 

アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動の実施に

係る費用 
２５０万円 

【老朽化したアーケード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 商店街魅力アップ事業費補助                ４，６６０万円 

商店街の集客力強化を図るため、インバウンド対応、未病改善、共生社会、脱炭

素社会、米国関税措置や日産自動車生産縮小等への対応に係る取組など、商店街が

自らの魅力を高めるために行う事業に対して補助する。 

(1) 対象者：商店街団体等 

(2) 対象経費：事業の遂行に必要な専門家経費、広告宣伝費、イベント等を実施す

るために必要な経費等 

(3) 補助率：１／２（重点取組事業）、１／３（賑わい創出事業） 

(4) 補助上限：２５０万円（下限５万円） 

重点取組事業のうち小規模団体の取組は５０万円（下限５万円） 
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問合せ先（米国関税措置や日産自動車生産縮小等への対応） 

Ⅰ 事業者の「なりわい」への支援 

１、７ 産業労働局産業部産業振興課        課長 髙橋  電話 045-210-5630 

２、５ 産業労働局中小企業部中小企業支援課    課長 小田  電話 045-210-5550 

３   産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課 課長 樋口  電話 045-210-5570 

４、６ 産業労働局中小企業部金融課        課長 大居  電話 045-210-5670 

Ⅱ 地域の「にぎわい」への支援 

１、２ 産業労働局中小企業部商業流通課      課長 小板橋 電話 045-210-5600 

＜取組事例＞ 

・定期的にイベント（マルシェ）を行い日常的な商店街の利用を促す 

・未病対策のウォーキングスタンプラリーにより、商店街内での周遊を図り、街

の賑わいを創出 

【商店街でのイベント例】 
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宇宙関連産業の振興 
 

 「人工衛星といえば神奈川県」という強みを活かすべく、衛星に関する施策を重点的に

講ずることなどにより、宇宙関連産業の市場規模拡大の果実を県経済に取り込む。 

 

Ⅰ 総合的な機運醸成 

 

○新１ 宇宙関連産業参入促進等事業費                ４，５１６万円  

宇宙関連産業の振興に向けた機運醸成を図るため、宇宙サミットを開催する。ま

た、新たに販路開拓のための国内外の展示会への企業出展を支援する。 

 

【宇宙サミットの想定プログラム】 

・宇宙と地上のデュアルユース（※）型ビジネス 

※資源の利用に制約がある宇宙環境での技術を地上における持続可能なくらしに

活用すること 

・衛星データビジネス利用 

・宇宙人材確保・育成 等 

   

Ⅱ 産業の現場の支援 

 

１ 宇宙関連企業交流拠点事業費                 ７，６９６万円 

○新２ 振動試験設備モデル設置事業費               ８，８８３万円 

宇宙関連企業の連携強化等を図るため、相模原市に設置した企業交流拠点

（KANAGAWA Space Village）を運営するほか、衛星の開発等に必要な振動試験設備

を整備する。 

【オフィススペース】    【ラボスペース】      【振動試験設備】 
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問合せ先（宇宙関連産業の振興） 

産業労働局産業部産業振興課 課長 髙橋 電話 045-210-5630 

【企業交流拠点（KANAGAWA Space Village）の概要】 

所在地 相模原市緑区橋本３－28―１ ミウィ橋本２階 

営業日 月曜日から金曜日まで ９時から 20 時まで（土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業） 

対象 
・宇宙関連企業（宇宙関連産業参入を目指す企業等を含む） 

・大学、研究機関、金融機関、支援機関、自治体など 

機能 コワーキングスペース、ギャラリースペース 

 

○新３ 衛星データビジネス利用促進支援事業費         １億１，３０７万円 

衛星データを活用して新たな価値の創出等に取り組む企業に対する事業化支援

を拡充する。特に、AI の活用や、行政課題の解決に資する取組の支援枠を新たに設

ける。 

 

Ⅲ 人材の確保・育成 

 

○新１ 宇宙人材確保・育成事業費                  ５，１８０万円 

宇宙関連産業に従事する人材の確保・育成に向けて、業界のイメージ明確化を図

るため、業界で求められるスキルを体系的に整理した「宇宙スキル標準」を活用し

たセミナーを開催するとともに、学生等を対象とする出張講座を実施する。 

 

Ⅳ 「宇宙時代」の到来に向けた取組 

 

○新１ 宇宙関連産業広報事業費                   ２，４１２万円 

宇宙を身近に感じられる機会を子どもに提供するため、キャラクターを活用した

広報等を行う。また、企業交流拠点が所在する相模原市において、一般県民向けの

周知広報を新たに行う。 

【神奈川県宇宙応援アンバサダー】 

 

 

 

 
 
 

○新２ デュアルユース型ビジネス創出支援事業費            ９９３万円 

展示会への出展機会の提供等により、未来の宇宙生活を見据え、「宇宙と地上の

デュアルユース型ビジネス」の創出に向けた取組を支援する。 

 

 

一部 
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問合せ先（伝統的工芸品産業の振興） 

産業労働局中小企業部中小企業支援課 課長 小田 電話 045-210-5550 

令和元年 岩手大会 
（展示会場） 

令和６年 石川大会 
（実演の様子） 

伝統的工芸品産業の振興 

伝統的工芸品産業の振興を図るため、神奈川県で初となる伝統的工芸品月間国民会議

全国大会を開催するとともに、伝統的工芸品の認知度向上や販路拡大、後継者育成、設備

投資等に取り組む事業者に対して支援する。 

 １ 伝統的工芸品月間国民会議全国大会推進事業費 １億３,０００万円 

国内最大級の伝統的工芸品イベント、「ＫＯＵＧＥＩ ＥＸＰＯ ｉｎ 

ＫＡＮＡＧＡＷＡ」を開催し、県内伝統的工芸品産業の振興を図る。 

＜メインイベントの開催概要＞ 

(1) 日  時：令和８年 11 月７日（土曜日）から９日（月曜日）まで 

(2) 場  所：パシフィコ横浜 展示ホールＣ・Ｄ 

(3) 催事内容：

・アニメと伝統文化の融合等、新たな要素を取り入れた展示

・神奈川らしい、多彩な食文化や民俗芸能の紹介

・親子で一緒に楽しめる、伝統的工芸品の製作体験 等

【キャッチコピー】 

つくる人に、物語がある。つかう人に、物語が生まれる。 

【ロゴマーク】 【過去の大会の様子】 

２ 伝統的工芸品産業振興事業費補助  １，０００万円 

伝統的工芸品産地組合員等が行う販路拡大、後継者育成、設備投資等の事業に対

して、補助を行う。 

(1) 対象者：伝統的工芸品産地組合員等

(2) 対象経費：販路拡大・認知度向上事業、商品開発・生産性向上事業等

(3) 補助率：２／３

(4) 補助上限：１００万円（下限１０万円）
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労働力不足への対応等 

 

Ⅰ 生産性向上への支援 

 

○新１ 中小企業生産性向上促進事業費補助【再掲】       ４５億２，６５０万円 

物価高騰や人手不足、賃上げといった課題に直面している中小企業等を支援する

ため、生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入に係

る費用に対して補助する。また、これまでの支援枠に加え、新たに中小企業等のグ

ループ化後の事業統合に伴う設備投資への支援枠等を設け補助する。 

 

２ 小規模企業者等設備貸与事業資金貸付金【再掲】           １４億円 

県からの貸付金をもとに、公益財団法人神奈川産業振興センターが県内小規模企

業者等に低利で設備貸与（割賦販売又は設備リース）し、生産性向上に資する設備

投資を支援する。 

 

３ リスキリング人材育成事業費              １億９，０００万円 

ＤＸによる経営改善を支援するため、中小企業等従業員へのリスキリングにより

人材育成を推進するとともに、経営者向け学習プログラムを設定する。 

 

 

 
 

 

Ⅱ 人材確保への支援 

 

○新１ 外国人材受入促進事業費                １億４,２５８万円 

専門人材不足に悩む中小企業等を支援するため、専門的・技術的分野の外国人材

受入を促進する。 

(1) 公益財団法人神奈川産業振興センターに設置した「かながわ外国人材活用支援

ステーション」において、中小企業等に対し、情報発信、専門家相談、インター

ンシップ受入支援、海外での面接会等、採用から職場定着までの支援をワンスト

ップで行う。また、高度外国人材（技術・人文知識・国際業務等）を対象とした

インターンシップ事業を拡充し、中小企業等の海外での外国人材採用拡大に向け

た支援を行う。 

一部 
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(2) 中小企業等における、高度外国人材の採用手続に係る諸費用に対して補助する。 

ア 対象者：中小企業等 

イ 対象経費：採用手続に係る諸費用 

ウ 補助率：１／３ 

エ 補助上限：５０万円 

(3) 県で実施している外国人材受入促進事業の周知等を目的としたセミナーを開

催し、中小企業等向けに外国人材を雇用している企業への視察事業を実施する。 

 

２ ものづくり技能振興事業費                 １，８９１万円 

子どもたちのものづくりに対する興味や親近感を醸成するとともに、将来のもの

づくり人材の育成につなげるため、小学生向け体験イベントを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 就業支援 

 

○新１ 就職氷河期世代等支援事業費                ８，１０５万円 

雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代を含む中高年齢者等

が、意欲・能力を生かして就業し活躍できるよう、就職氷河期世代等を対象とした

実習型プログラム及び合同就職面接会を実施する。 

事業項目 実施回数等 

実習型プログラム 
年２期（20 日/１期） 

※概ね定員 20 人/１期 

合同就職面接会 年２回 

 

 

 

 

 

 

【実習型プログラム】 【合同就職面接会】 

【木製椅子の製作】         【名前入り MY 箸づくり】 
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Ⅳ 職場環境の整備 

 

１ 職場環境整備促進事業費                         ２億４，５６０万円 

ワーク・ライフ・バランスを推進するため、仕事と育児・介護等を両立できる職

場環境の整備や、男性の育児休業取得促進に取り組む中小企業等に対して奨励金を

交付する。 

(1) 対象者：中小企業等 

(2) 奨励金額：２０万円 

 

Ⅴ 障害者の多様な働き方の推進 

 

○新１ 障害者短時間雇用普及促進事業                 ８１８万円 

週 10 時間未満の短時間雇用の普及に向け、短時間雇用で雇用したい企業と働き

たい障がい者をマッチングするため、民間との連携により、企業が障がい者を雇用

する際の職務選定及び採用活動等について支援する。 

また、この取組で創出された短時間雇用の好事例を発信する。 
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問合せ先（労働力不足への対応等） 

Ⅰ 生産性向上への支援 

１ 産業労働局中小企業部中小企業支援課 課長 小田 電話 045-210-5550 

２ 産業労働局中小企業部金融課     課長 大居 電話 045-210-5670 

３ 産業労働局労働部産業人材課     課長 藤井 電話 045-210-5700 

Ⅱ 人材確保への支援 

１ 産業労働局労働部雇用労政課     課長 川出 電話 045-210-5730 

２ 産業労働局労働部産業人材課     課長 藤井 電話 045-210-5700 

Ⅲ 就業支援 

１ 産業労働局労働部雇用労政課     課長 川出 電話 045-210-5730 

Ⅳ 職場環境の整備 

１ 産業労働局労働部雇用労政課     課長 川出 電話 045-210-5730 

Ⅴ 障害者の多様な働き方の推進 

１ 産業労働局労働部 障害者雇用促進担当課長 小川 電話 045-210-5860 

Ⅵ 中小企業等の賃上げ支援 

１ 産業労働局労働部雇用労政課     課長 川出 電話 045-210-5730 

Ⅵ 中小企業等の賃上げ支援 

 

○新１ 神奈川県賃金アップ支援事業費（令和７年度２月補正予算） 

２２億９，０８６万円 

人件費の上昇や物価高騰などによりコスト負担が重くなる中、中小企業等の賃上

げを支えるため、最低賃金の引上げを待たずに、一定額以上の賃金の引上げを行う

事業者を支援する。 

(1) 支援メニュー 

支援対象 支援額 上限額 

対象労働者の１時間当たりの賃金を

次のとおり引き上げる事業者（※） 

ア ５０円以上 

イ １００円以上 

引き上げる労働者 

一人当たり 

ア ５万円 

イ １０万円 

１事業者当たり 

（５０人） 

ア ２５０万円 

イ ５００万円 

※引上げ前の賃金が１，４９９円以下の場合に限る 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

･長引く物価高騰 

･人件費の上昇 

 

中小企業等のコスト

負担の高まり 

社会的背景 

･最低賃金の上昇 

･賃上げ余力の低下 

 

余力のない中小企業

への支援が必要 

企業支援の必要性 

賃上げ額と引き上げた労働者数に応じた 

支援金を企業に交付 

 

中小企業を支え、賃上げの流れを加速 

県の支援 
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